
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行等に伴う関係規則及び訓令の一部改正について

１ 目的

特別職非常勤職員や臨時的任用職員の任用要件の厳格化、一般職の非常

勤職として新たに会計年度任用職員制度を創設するなどの規定が追加され

た地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が、令和２年４月１

日に施行されることから、関係規則及び訓令の改正を行うもの。

また、併せて現在不要となっている規定の削除等を行うもの。

２ 改正を行う規則及び訓令

（１）県教育庁職員の職の設置に関する規則

（２）宮崎県教育研修センター管理規則

（３）県立図書館管理規則

（４）県立美術館管理規則

（５）宮崎県総合博物館管理運営規則

（６）県立西都原考古博物館管理規則

（７）宮崎県埋蔵文化財センター管理規則

（８）県立高等学校管理運営規則

（９）県立中等教育学校管理運営規則

（ ）県立中学校管理運営規則10

（ ）県立特別支援学校管理運営規則11

（ ）県立宮崎海洋高等学校実習船乗組員の職の設置に関する規則12

（ ）職員の被服貸与規則13

（ ）職員服務規程14

（ ）宮崎県教育庁等職員倫理規程15

（ ）県教育庁等職員人事評価実施規程16

（ ）県立学校職員の人事評価に関する規則17

（ ）市町村立学校職員の人事評価に関する規則18

（ ）県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則19

議題第４６号



３ 規則及び訓令の改正内容

（１）会計年度任用職員が創設されることに伴い、各所属において設置でき

る職として会計年度任用職員を追加する。

（２）臨時的任用職員の服務について、常勤職員と同様の取扱いとする。

（３）臨時的任用職員及び会計年度任用職員を職員倫理規程の対象とする。

（４）会計年度任用職員における人事評価の実施方法は、常勤職員と別の取

扱いとする。

（５）日々雇用職員は会計年度任用職員として任用することとなるため、日

々雇用職員の記載がある箇所の削除を行う。

（６）不要となっている規定等の削除や軽微な文言の変更を行う。

４ 施行期日

令和２年４月１日



県
教
育
庁
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
教
育
庁
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
教
育
庁
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
3
9
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

第
６
条

前
４
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
技
術
員
を
置
く
。

第
６
条

前
４
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職

員
を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



宮
崎
県
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

宮
崎
県
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
崎
県
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
4
3
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

第
６
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
技
術
員
を
置
く
。

第
６
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職
員

を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
図
書
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
図
書
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
図
書
館
管
理
規
則
（
昭
和
6
3
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
そ
の
他
の
職
）

（
そ
の
他
の
職
）

第
９
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
図
書
館
に
、
技
術
員
を
置
く
。

第
９
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職
員

を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
美
術
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
美
術
館
管
理
規
則
（
平
成
７
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
そ
の
他
の
職
）

（
そ
の
他
の
職
）

第
５
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
美
術
館
に
、
必
要
に
応
じ
、
技
術
員

第
５
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職
員

を
置
く
。

を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



宮
崎
県
総
合
博
物
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

宮
崎
県
総
合
博
物
館
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
崎
県
総
合
博
物
館
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
4
6
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

第
６
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
技
術
員
を
置
く
。

第
６
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職
員

を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
西
都
原
考
古
博
物
館
管
理
規
則
（
平
成
1
5
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
5
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
そ
の
他
の
職
）

（
そ
の
他
の
職
）

第
４
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
西
都
原
考
古
博
物
館
に
、
必
要
に
応

第
４
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職
員

じ
、
技
術
員
を
置
く
。

を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



宮
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

宮
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
８
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
そ
の
他
の
職
）

（
そ
の
他
の
職
）

第
６
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
必
要
に
応

第
６
条

前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
会
計
年
度
任
用
職
員

じ
、
技
術
員
を
置
く
。

を
置
く
。

２
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術
に
従
事

す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
高
等
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
高
等
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
高
等
学
校
管
理
運
営
規
則
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
職
員
）

（
職
員
）

第
5
0
条

［
略
］

第
5
0
条

［
略
］

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
養
護
教
諭

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
養
護
教
諭

、
栄
養
教
諭
、
実
習
教
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
副
主
幹
、

、
栄
養
教
諭
、
実
習
教
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
副
主
幹
、

事
務
主
査
、
主
任
主
事
、
主
事
、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又
は
技
術

事
務
主
査
、
主
任
主
事
、
主
事
、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又
は
会
計

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

年
度
任
用
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］

（
職
務
）

（
職
務
）

第
5
1
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

第
5
1
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
～
(
1
9
)
［
略
］

(
１
)
～
(
1
9
)
［
略
］

(
2
0
)
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

(
2
0
)
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
に
従

事
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
中
等
教
育
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
中
等
教
育
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
中
等
教
育
学
校
管
理
運
営
規
則
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
職
員
）

（
職
員
）

第
4
9
条

［
略
］

第
4
9
条

［
略
］

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭

、
実
習
教
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
副
主
幹
、
事
務
主
査
、

、
実
習
教
師
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
副
主
幹
、
事
務
主
査
、

主
任
主
事
、
主
事
、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又
は
技
術
員
を
置
く
こ

主
任
主
事
、
主
事
、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又
は
会
計
年
度
任
用
職

と
が
で
き
る
。

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］

（
職
務
）

（
職
務
）

第
5
0
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

第
5
0
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
～
(
1
9
)
［
略
］

(
１
)
～
(
1
9
)
［
略
］

(
2
0
)
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

(
2
0
)
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
に
従

事
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
中
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
中
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
中
学
校
管
理
運
営
規
則
（
平
成
1
8
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
2
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
職
員
）

（
職
員
）

第
3
9
条

［
略
］

第
3
9
条

［
略
］

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務
副

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務
副

主
幹
、
事
務
主
査
、
主
任
主
事
、
主
事
、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
又
は
技
師

主
幹
、
事
務
主
査
、
主
任
主
事
、
主
事
、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

は
会
計
年
度
任
用
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
［
略
］

３
［
略
］

（
職
務
）

（
職
務
）

第
4
0
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

第
4
0
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
～
(
1
5
)
［
略
］

(
１
)
～
(
1
5
)
［
略
］

(
1
6
)
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
に
従

事
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
運
営
規
則
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
職
員
）

（
職
員
）

第
4
9
条

［
略
］

第
4
9
条

［
略
］

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭

２
学
校
に
、
前
項
の
ほ
か
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
栄
養
教
諭

、
実
習
教
師
、
実
習
助
手
、
事
務
副
主
幹
、
事
務
主
査
、
主
任
主
事
、
主
事

、
実
習
教
師
、
実
習
助
手
、
事
務
副
主
幹
、
事
務
主
査
、
主
任
主
事
、
主
事

、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又
は
技
術
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

、
技
術
主
査
、
主
任
技
師
、
技
師
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］

（
職
務
）

（
職
務
）

第
5
0
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

第
5
0
条

前
条
に
規
定
す
る
職
員
の
職
務
は
、
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
～
(
1
9
)
［
略
］

(
１
)
～
(
1
9
)
［
略
］

(
2
0
)
技
術
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

(
2
0
)
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
に
従

事
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
宮
崎
海
洋
高
等
学
校
実
習
船
乗
組
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
宮
崎
海
洋
高
等
学
校
実
習
船
乗
組
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
宮
崎
海
洋
高
等
学
校
実
習
船
乗
組
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
2
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

第
２
条

前
条
に
規
定
す
る
乗
組
員
の
職
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
を

第
２
条

前
条
に
規
定
す
る
乗
組
員
の
職
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
を

置
き
、
そ
の
職
務
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

置
き
、
そ
の
職
務
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
～
(
６
)
［
略
］

(
１
)
～
(
６
)
［
略
］

(
７
)
技
術
員

上
司
の
命
を
受
け
て
、
技
能
又
は
労
務
に
従
事
す
る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

第
３
条

前
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
は
、
技
術
職
員

第
３
条

前
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
職
は
、
技
術
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

を
も
っ
て
充
て
、
同
項
第
７
号
に
掲
げ
る
職
は
、
教
員
、
事
務
職
員
及
び
技

術
職
員
以
外
の
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

附
則

附
則

２
第
３
条
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
第
２
条
第
１
項
第
１

２
第
３
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
第
２
条
第
１
項
各
号
に
掲

号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
は
、
技
術
職
員
以
外
の
職
員
を
も
っ
て
充

げ
る
職
は
、
技
術
職
員
以
外
の
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



職
員
の
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

職
員
の
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
被
服
貸
与
規
則
（
昭
和
4
8
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
目
的
）

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
（
臨
時
的
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
｡
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
必
要
な
被
服
の
貸
与
等
に
つ

の
職
務
の
遂
行
上
必
要
な
被
服
の
貸
与
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

別
表
（
第
２
条
関
係
）

別
表
（
第
２
条
関
係
）

職
員
の
範
囲

貸
与
品

数
量

貸
与

職
員
の
範
囲

貸
与
品

数
量

貸
与

勤
務
す
る
機
関

職
員

の
種
類

期
間

勤
務
す
る
機
関

種
類

の
種
類

期
間

［
略
］

［
略
］

県
立
学
校
（
共

［
略
］

県
立
学
校
（
共

［
略
］

通
）

寄
宿
舎
指
導
員

［
略
］

通
）

寄
宿
舎
指
導
員

［
略
］

技
術
員
（
他
に
被
服

会
計
年
度
任
用
職
員

を
貸
与
さ
れ
る
職
員

（
他
に
被
服
を
貸
与

及
び
専
ら
事
務
室
内

さ
れ
る
職
員
及
び
専

で
の
業
務
に
従
事
す

ら
事
務
室
内
で
の
業

る
職
員
を
除
く
。

務
に
従
事
す
る
職
員

）



）
を
除
く
。

技
術
員
（
農
業
実
習

［
略
］

会
計
年
度
任
用
職
員

［
略
］

に
従
事
す
る
職
員
に

（
農
業
実
習
に
従
事

限
る
。

す
る
職
員
に
限
る
。

）

）

技
術
員
（
炊
事
業
務

［
略
］

会
計
年
度
任
用
職
員

［
略
］

に
従
事
す
る
職
員
に

（
炊
事
業
務
に
従
事

限
る
。

す
る
職
員
に
限
る
。

）

）

特
別
支
援
学
校

［
略
］

特
別
支
援
学
校

［
略
］

技
術
員
（
介
助
業
務

［
略
］

会
計
年
度
任
用
職
員

［
略
］

に
従
事
す
る
職
員
に

（
介
助
業
務
に
従
事

限
る
。

す
る
職
員
に
限
る
。

）

）

［
略
］

［
略
］

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
こ
こ
に
公
表
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

号

本
庁

各
出

先
機

関

各
教
育
機
関
（
県
立
学
校
を
除
く
。
)

職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
服
務
規
程
（
平
成
1
8
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
定
義
）

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
学

第
２
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
学

校
以
外
の
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
者
（
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
を
除
く
｡
）

校
以
外
の
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
者
（
非
常
勤
の
職
に
あ
る
者
を
除
く
｡
）

を
い
う
。

を
い
う
。

（
履
歴
書
）

（
履
歴
事
項
の
変
更
）

第
５
条

職
員
は
、
採
用
時
に
教
育
政
策
課
長
に
提
出
し
た
履
歴
書
に
記
載
し

第
５
条

職
員
は
、
採
用
時
に
教
育
政
策
課
長
に
提
出
し
た
履
歴
書
に
記
載
し

た
氏
名
又
は
本
籍
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
履
歴
事
項
変
更
届

た
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
履
歴
事
項
変
更
届
（
別
記
様

（
別
記
様
式
第
１
号
）
に
よ
り
、
所
属
長
を
経
由
し
て
教
育
政
策
課
長
に
届

式
第
１
号
）
に
よ
り
、
所
属
長
を
経
由
し
て
教
育
政
策
課
長
に
届
け
出
な
け

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
届
出
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同

れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
届
出
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る

様
と
す
る
。

。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



宮
崎
県
教
育
庁
等
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
こ
こ
に
公
表
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

号

本
庁

各
出
先
機
関

各
教
育
機
関

宮
崎
県
教
育
庁
等
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

宮
崎
県
教
育
庁
等
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
2
0
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
２
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
「
職
員
」
と
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
第
２
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
「
職
員
」
と
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5

年
法
律
第
2
6
1
号
）
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
で

年
法
律
第
2
6
1
号
）
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
で

あ
っ
て
、
宮
崎
県
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ

あ
っ
て
、
宮
崎
県
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
も
の
を
い
う
。

し
、
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
に
あ
る
者
を
除
く
。

２
～
７

［
略
］

２
～
７

［
略
］

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
教
育
庁
等
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
こ
こ
に
公
表
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

号

本
庁

各
出

先
機

関

各
教
育
機
関
（
県
立
学
校
を
除
く
。
)

県
教
育
庁
等
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

県
教
育
庁
等
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
平
成
2
8
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

県
教
育
庁
及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

第
１
条

県
教
育
庁
及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
｡
）
の
人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第

い
う
｡
）
の
人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第

2
6
1
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

2
6
1
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
｡
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
）

第
1
0
条

法
第
2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評

価
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等

を
考
慮
し
て
、
別
に
定
め
る
。

第
1
0
条

［
略
］

第
1
1
条

［
略
］

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
2
8
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

県
立
学
校
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
｡
）
の
人
事
評
価
に
つ

第
１
条

県
立
学
校
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
｡
）
の
人
事
評
価
に
つ

い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
）
に
定
め
る
も
の
の

い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
。
以
下
「
法
」
と
い

ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

う
｡
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
）

第
９
条

法
第
2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評

価
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等

を
考
慮
し
て
、
別
に
定
め
る
。

第
９
条

[
略
]

第
1
0
条

[
略
]

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
2
8
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
0
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
律

第
１
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
律

第
1
6
2
号
）
第
4
4
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
行
う
県

第
1
6
2
号
）
第
4
4
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
行
う
県

費
負
担
教
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1

費
負
担
教
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1

3
5
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
｡
）
の

3
5
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
｡
）
の

人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
）
に

人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
。
以

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

下
「
法
」
と
い
う
｡
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
）

第
９
条

法
第
2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評

価
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等

を
考
慮
し
て
、
別
に
定
め
る
。

第
９
条

[
略
]

第
1
0
条

[
略
]

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
4
1
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
教
育
長
へ
の
委
任
）

（
教
育
長
へ
の
委
任
）

第
２
条

教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

第
２
条

教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
除
き
、
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。

事
務
を
教
育
長
に
委
任
す
る
。

(
１
)
～
(
８
)
の
２

［
略
］

(
１
)
～
(
８
)
の
２

［
略
］

(
９
)
県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
｡
）
の
職
員
（
日

(
９
)
県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
｡
）
の
職
員
の
任

々
雇
用
の
単
純
労
務
職
員
を
除
く
｡
）
の
任
免
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る

免
そ
の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

こ
と
。

(
1
0
)
～
(
3
0
)
［
略
］

(
1
0
)
～
(
3
0
)
［
略
］

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


